
令和５年７月 27 日 

 

福岡県薬剤師会 

各地区薬剤師会 御中 

福岡県人づくり・県民生活部文化振興課長 

 

「福岡県障がい者アートレンタル事業」への御協力について 

- ＳＤＧｓ、ＣＳＲの実現に向けて - 

 

福岡県では、障がいのある方が持っている多様な能力・才能に触れる機会を県民に提供する

とともに、障がいのある方の収入向上、文化芸術活動を通じた社会参加を推進するため、令和

３年度から、「障がい者アートレンタル事業」を実施しています。 

 この事業は、様々な場所で気軽にアートを楽しめるよう、障がいのある方が制作した作品の

レプリカを、官公庁や企業、団体、個人の皆様に有料で貸し出すもので、そのレンタル料金の

一部（３０％）を制作者に還元しています。 

 より多くの皆様に継続的にレンタルいただくことで、事業開始６年目（令和８年度）からは

レンタル料金による収益のみで実施する、持続可能な事業となることを目指しております。 

 本事業に御協力いただくことで、事業者の皆様にとっては、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）の実現に貢献できるとともに、積極的にＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たしていくこと

にもつながります。 

作品のレンタルについて、貴会会員事業所へご案内の程、よろしくお願いいたします。 

１ レンタルについて 

（１）レンタル作品 

   令和５年６月１日現在で、全１６１作品を貸し出しています。 

   （令和５年秋頃に、今年度の登録作品を追加予定です。） 

（２）レンタル期間・料金等 

   ①基本（１か月）プラン 4,500 円／作品  ②３か月プラン   12,000 円／作品 

   ③半年プラン      21,000 円／作品  ④１年プラン    36,000 円／作品 

（３）作品サイズ 

   次の２種類から選べます。いずれのサイズ（フレーム込）も料金は同じです。 

   ① Ｍサイズ：525 ㎜×425 ㎜  ② Ｌサイズ：725 ㎜×525 ㎜ 

（４）お申し込み方法 

   次のいずれかの方法によります。 

   ① レンタル申込書を、下記「（５）問い合わせ先」にメールかＦＡＸ 

② 本事業ホームページ上の申込フォームから申し込み 

（５）問い合わせ先（申込先） 

福岡県障がい者アートレンタル事業事務局（受託事業者：NPO 法人まる） 

〒815-0041 福岡市南区野間 1-13-1-602 

TEL：070-7578-7344／FAX：092-516-0677／Mail：artrental@maruworks.org 

本事業ホームページ https://fukuoka-artrental.org  

ホームページの 

ＱＲコード↓ 

mailto:artrental@maruworks.org
https://fukuoka-artrental.org


２ 事業スキームについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

企業・店舗など

企業などのメリット

◉SDGs（持続可能な開発目標）の実現

◉CSR（企業の社会的責任）の実現

◉企業イメージの向上

障がいのあるアーティスト

障がいのある人のメリット

◉社会参加の促進

◉制作意欲の向上と経済的自立

◉作品展示場所の拡大

ＮＰＯ法人 まる

福岡県

◉ 作品の募集、選定

◉ 企業への働きかけ 等

委託

ホームページなどで、展示企業・店舗のPR、作品の魅力を発信

レンタル料
月額3,000円～4,500円

作品登録

作者への報酬
レンタル料の30％

県民

事業の効果

◉障がいへの理解が深まる

レンタル作品展示

※福岡県から NPO 法人まるに事業委託 

しています。 

【本事業に関する連絡先】 

 ○ 福岡県文化振興課 池田（TEL：092-643-3383） 

 ○ ＮＰＯ法人まる  三浦（TEL：070-7578-7344） 






